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当所管内では、生産性向上対策の一環として、

過去10年以上にわたり管内の20～34％の農場の

繁殖巡回を実施してきた。繁殖巡回は、要望の

あった改良組合のほぼ全ての農家を巡回してお

り、幅広い農家に指導ができる反面、１日で多

数の農家を巡回することから指導時間を十分確

保できないという問題点があった。そこで今回、

既存の繁殖巡回に加えて、繁殖成績が悪い地区

から重点農家を選定し、巡回指導を実施したの

で 、 そ の 概 要 を 報 告 す る 。 （ 図 － １ ） 

 

１ 対象農家の概要 

選定地区は、管内平均分娩間隔 391.9 日を上

回る３改良組合を選定した。（図－２） 

 

対象農家７戸の概要は、母牛飼養頭数 13～50

頭で、平成 29年度平均分娩間隔は 355.7～601.0

日、選定理由は、繁殖成績不良、増頭予定等で

あった。（表－１） 

 

２ 重点農家巡回指導の概要 

 重点農家巡回指導は、家保、地域普及課（普

及）、ながさき西海農業協同組合（JA）の３機

関で、年３回（７月、９月、２月）実施した。

３機関の役割分担は、繁殖管理を家保、飼料給

与関係等の飼養管理を普及、JA が担当した。指

導方法は、以下のとおりである。 

（１）現地調査 

 現地調査では、母牛、子牛、牛舎の目視等に

よる状態確認と繁殖記録、飼料給与量等の飼養

管理、飼料作付け状況等の聞き取り及び繁殖検

診を行った。 

（２）検討会 

 現地調査終了後には、検討会を実施し、問題

点の抽出や改善事項を協議した。協議後には、

図の①～④の項目を盛り込んだ記録表を作成し

た。（図－３） 
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（３）記録表を用いた指導 

 巡回時には（ア）～（イ）の各種記録表等を

用いて指導を行った。 

（ア）繁殖巡回記録表 

  図－４は検討会で作成した繁殖巡回記録表

で、聞き取った農家情報が記載され、改善事

項については農家の意欲を維持しながら①～

③のように改善目標に優先順位をつけている。 

 

 （イ）繁殖成績の見える化 

繁殖成績を見える化し、母牛の更新、要注

意牛の治療等を指導した。（図－５） 

 

図－６は、見える化した D 農家の繁殖成績

表で、D農家は、平均分娩間隔が 441日と良く

ないため、多くの母牛が黄色から赤色となっ

ている。図内の赤線は母牛の更新目安となっ

ており、この赤線より上の 108 か月齢以上の

母牛が更新対象牛となる。 

また、成績表には平均分娩間隔延長、平均

初産月齢延長による母牛餌代の損失額を試算

したものも記載することで、改善意欲がわく  

ようにしている。このように問題牛を見える

化することで、スムーズな母牛の更新、要注

意牛の対応強化に役立てている。 

 

図－７は、F農家の繁殖成績表で、平均分娩

間隔が 378 日と優秀なため、全体的に色が薄

くなっている。 

また、巡回時には図－８のような健康な子

牛づくりに関する資料、子牛出荷成績等を提

供し、指導に活用している。 
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（４）血液生化学検査 

 検討会の中で C 農家は、初回授精は早いが、

受胎までが遅く、授精回数も多いことが分かり、

その原因究明の一助とするため、血液生化学検

査を実施した。検査材料、検査項目は図－９の

とおりで、各項目の適正範囲は、家畜改良セン

ター鳥取牧場の優良牛群の適正範囲１）を使用し

た。 

 

 血液生化学検査の結果、Alb、BUN、TCHO の３

項目で適正範囲外の牛を確認した。Albは、全期

間で下限値以下、BUNは、分娩から分娩後 200日

で下限値以下の牛が認められたことから、分娩

から分娩後 200日までの CP不足が疑われたので、

この期間の粗飼料の増量を提案した。TCHO は、

分娩後 120日から分娩予定日の 61日前までで上

限値以上の牛が認められたことから、エネルギ

ー過多が疑われたので、この期間の配合飼料の

減量を提案した。（図－10） 

 

３ 成績 

重点指導を行った結果、７戸の平均初回授精

日数は 11.7日短縮した。（表－２） 

 

以下、改善が認められた３戸について個別に

説明する。A 農家は、図－11 に示す改善事項２

項目が改善され、牛の状態が回復し、長期未授

精牛に授精できたため、平均初回授精日数は

13.1日と延長したが、不受胎牛割合は 23％減少

した。 

 

B 農家も、図－12 のとおり改善事項２項目が

改善された。また、観察強化により平均初回授

精日数は 6.1 日短縮したが、問題牛が３頭でた
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ため、不受胎牛割合は６％増加した。 

 

G 農家は、図－13 のとおり改善事項が３項目

あり、全て改善され、観察の強化、牛の状態の

回復により平均初回授精日数は 15.4 日短縮し

た。また、長期不受胎牛が受胎できたため、不

受胎牛割合は 14％減少した。 

 

４ まとめ 

対象農家を絞ったことで指導時間を十分確保

でき、繁殖巡回記録表や繁殖成績の見える化等

による指導で、平均初回授精日数が短縮し、不

受胎牛の割合が２戸で減少した。本重点農家巡

回指導は毎年対象農家の再選定を実施し、十分

生産性を向上できた農家は卒業とし、その枠を

新農家に当てることとしている。今後も、従来

の繁殖巡回と併せて本重点農家巡回指導を実施

し、潜在力のある農家の生産性を向上させ、地

域全体の繁殖成績の底上げを継続していきたい。 
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